
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 27 年７月から９月の裁決事例が公表          

Ｑ：平成27年の７月から９月までの裁決事

例が公表されたそうですが、どのような内容

だったのですか？                                     

                                              

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成27年７

月から９月までの裁決事例が公表されました。 

国税通則法関係が３件、所得税法関係が２

件、法人税法関係が２件相続税法関係が２件

の９件でした。 

主なものには、次のようなものありました。 

 【国税通則法関係】 

  収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠

ぺい仮装があったとは認められないと判断

した事例 

 【法人税関係】 

  売上除外をして請求人の役員らの各預金口

座に振り込まれた金員は、請求人からの役

員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員

らの返還債務が発生した場合であっても、

当該金員につき役員らが現実に取得してい

る限り、当該各預金口座に振り込まれた時

点で役員らの給与に該当するとした事例 

 【相続税法関係】 

  請求人の名義で登録された車両は、請求人

の父がその資金の全額を拠出しており、贈

与に当たるとして行われた贈与税の決定処

分について、請求人に対する贈与の事実は

ないとして、贈与税の決定処分の全部を取

り消した事例 
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